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看護多機能ケアサービス白ゆり新市西 

看護小規模多機能型居宅介護 

契約書 

 

            様（以下、「利用者」といいます）と、株式会社白ゆりが設置運

営する看護多機能ケアサービス白ゆり新市西（以下、「事業所」といいます）は、事業所が

利用者に対して行う看護小規模多機能型居宅介護について、次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

 事業所は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう看護小規模多機能

型居宅介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 事業者が契約者に対して実施するサービスの内容、利用日、利用時間、費用等の重要事項

は、別紙【重要事項説明書】に定めるとおりとします。 

 

第２条（利用期間） 

１、利用期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期限満了日までと

します。 

２、契約満了の２週間前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出

がない場合、契約は自動更新されるものとします。 

 

第３条（介護サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画） 

 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、『看護小規模多機能型居宅 

 介護計画』及び『介護サービス計画』を作成します。 

 事業者は、この「看護小規模多機能型居宅介護計画」の内容を利用者及びその家族に説 

明し同意を得ます。 

 

第４条（看護小規模多機能型居宅介護の提供場所・内容） 

１、看護小規模多機能型居宅介護の提供場所は看護多機能ケアサービス白ゆり新市西です。 

所在地及び設備の概要は【重要事項説明書】のとおりです。 

２、事業者は、第３条で定めた看護小規模多機能型居宅介護に沿ってサービスを提供しま

す。事業者は看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、その内容について利用者に

説明します。 

３、利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができま

す。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。 

４、医療系サービスなど介護サービス計画が変更になる場合には、関係事業者に連絡する
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など必要な援助を行います。 

５、事業者は介護サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画を変更した場合には

契約者に対して書面を交付し、同意を得た上で決定するものとします。 

 

第５条（サービスの提供の記録） 

１、事業者は、看護小規模多機能型居宅介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書

と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受ける

こととします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。 

２、事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後２年間保管します。 

３、利用者は、事業者の経営時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第２項のサービ

ス実施記録を閲覧できます。 

４、利用者は、当該利用者に関する第２項のサービス提供記録の複写物の交付を受けるこ

とができます。 

 

第６条（介護保険給付対象サービス） 

事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所のサービス拠点において利用者に対し

て日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービス（以下「通いサービス」という）利用

者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下「訪問サービス」という）利用者の居宅に

訪問して看護等を行うサービス（以下「訪問看護サービス」という）及び事業者のサービス

拠点に宿泊する（以下「宿泊サービス」という）を柔軟に組み合わせ、看護小規模多機能型

居宅介護計画に沿って提供します。 

 

第７条（料金） 

１、利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位ごとの料金をも

とに計算された月ごとの合計額を支払います。 

２、事業者は、原則として、当月の料金合計額の請求書に明細を付して、翌月１５日までに

利用者に送付します。 

３、利用者は、原則として、当月の料金の合計額を指定された期日までに支払います。 

４、事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、原則として利用者に対し領収書を

発行します。但し、所定の方法（口座振替）で領収した場合は、振替した通帳の記載に

よって領収書の代わりとします。 

 

第８条（料金の変更） 

１、事業者は、利用者に対して、１ヶ月程前までに文書で通知することにより利用料及び食

費等の単価の変更（増額又は減額）を申し入れることができます。 
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２、利用者が料金の変更に承諾したことを、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成

し、お互いに取り交わします。 

３、利用者は、料金の変更を承知しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、

この契約を解約することができます。 

 

第９条（契約の終了） 

１、利用者は、事業者に対して、２週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、こ

の契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない

事情がある場合は、予告期間が２週間以内の通知でもこの契約を解約することができ

ます。 

２、事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１ヶ月間の予告期間を置い

て理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 

３、次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、ただちにこの契約        

を解約することができます。 

 ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

 ②事業者が守秘義務に反した場合 

 ③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 ④事業者が破産した場合 

４、次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、ただちにこの契約を

解除することができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告した

にもかかわらず２週間以内に支払われない場合 

② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入

院若しくは病気等により、１ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態である

ことが明らかになった場合 

③ 利用者又はその家族などが事業者やサービス従事者又は他の利用者に対してこの契

約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合 

５、次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

② 利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

③ 利用者が死亡した場合 

④ 利用者が遠隔地に転居した場合 

 

第１０条（守秘義務） 

１、事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の

家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後にお
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いても、第三者には漏らしません。 

２、事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密

及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。 

３、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に定める通

報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとし

ます。 

 

第１１条（賠償責任） 

  事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の 

生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 

第１２条（緊急時の対応） 

  事業者は、現に居宅介護を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場合その他

必要な場合は、家族又は緊急連絡先に連絡するとともに、速やかにかかりつけ医に連絡

を取る等必要な措置を講じます。 

 

第１３条（連携） 

１、事業者は、看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、関係医及び関係課との密接な

連携に努めます。 

２、事業者は、この契約の終了に応じて担当介護支援専門員に情報提供します。 

  なお、第１０条第２項に基づきます。 

 

第１４条（苦情対応） 

 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、看護小規模多機能型 

 居宅介護に対する利用者の要望、苦情等に対し迅速かつ適切に対応します。 

 

第１５条（信義誠実の原則） 

 １、利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を覆行するものとします。 

 ２、この契約に定めのない事項については、介護保険法令の定めるところを遵守し、双方

が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１６条（裁判管轄） 

 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を 

管轄する裁判所を第一審轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 
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上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ

保有するものとします。 

 

契約締結日   令和   年   月   日 

 

（利用者） 私は、この契約内容に同意しサービスの利用を申し込みます。 

また、第１０条に定める利用者の個人情報の使用について同意します。 

 

住 所：                     

 

利用者名：                 ㊞  

 

（代理人） 私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり上記署名を行いまし

た。 また、第１０条に定める利用者家族の個人情報の使用について同意します。 

 

住 所：                    

 

代理人名：                 ㊞ 

 

本人との続柄：                 

 

 

（事業者） 私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを誠実に責 

任をもって行います。 

 

事業者住所：福山市神辺町川北 976-3      

 

事業者：株式会社 白ゆり          ㊞ 

 

代表者：代表取締役  木頃 敦         

 

事業所名：看護多機能ケアサービス白ゆり新市西 

 

介護保険事業所番号： 3491502328       
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看護多機能ケアサービス白ゆり新市西 

看護小規模多機能型居宅介護 

契約書別紙 (兼重要事項説明書) 

 

利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者へ説明すべき重要事項 

は次のとおりです。 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社白ゆり 

主たる事務所の所在地 〒720-2123 広島県福山市神辺町川北 976 番地 3 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 木頃 敦 

設立年月日 昭和 63 年 4 月 2 日 

電話番号 084-960-3458 

２．事業所の概要 

事業所の名称 看護多機能ケアサービス白ゆり新市西 

サービスの種類 看護多機能型居宅介護 

事業所の所在地 〒729-3013 広島県福山市新市町新市 659 番地 1 

電話番号 FAX 番号 TEL0847-51-9908  FAX0847-51-9909 

管理者の氏名 内海 望 

実施地域 福山市 

３．提供するサービスの内容 

事業の目的 株式会社 白ゆりが開設する看護多機能ケアサービス白ゆ

り新市西（以下「事業所」という）が行う指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所（以下「事業」という）の適切な運営

を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事

業所の従事者が、介護度が要介護状態にある在宅の利用者に

対し、適切な指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提

供し、利用者の心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体

的または精神的負担の軽減を図ることを目的とします 

事業の運営方針 ・看護小規模多機能居宅計画に基づき利用者が居宅におい

て自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の世話

及び機能訓練又は必要な援助等を行います。なお、指定看護

小規模多機能型居宅介護は、利用者の様態や希望に応じて、

通いや訪問、宿泊を組み合わせてサービスを提供することに

より、利用者の居宅における生活の継続を支援いたします 

・利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービ



8 

 

ス提供に努めます。 

・運営に当たっては、家庭的な環境と地域との交流の下で市

町、民生委員、医療サービス事業者等と連携を図ります 

４．居室の概要 

居室・整備の種類 室数 備考 

宿泊室（個室） ７室 ９．３０㎡～９．５０㎡ 

居間及び食堂 １スペース １１２．５０㎡ 

浴室 １スペース １１．６０㎡ 

脱衣室 １スペース １１．６０㎡ 

防災設備 各廊下に適宜消火器設置、自動火災報知機、誘導灯、スプリ

ンクラー 

５．実施地域及び営業日時 

通常事業の実施地域 福山市（日常生活圏内） 

営業日 ３６５日 

通いサービス ９：００～１６：３０ 

訪問サービス ２４時間 

宿泊サービス １６：３０～９：００ 

６．職員の配置状況 

従業者の職種 常勤 非常勤 職務の内容 

管理者 
1 

 サービス管理全般 

計画作成・介護業務兼務 介護支援専門員  

看護職員 3  看護業務 

介護職員 10 2 介護業務 

主な職種の勤務体制 

職種 勤務体制 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します 

看護職員 主な勤務時間８：３０～１７：３０ 

夜間の勤務時間１６：３０～９：００ 

その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します 

介護職員 主な勤務時間８：３０～１７：３０ 

夜間の勤務時間１６：３０～９：００ 

その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します 



9 

 

７．提供するサービス 

当事業所では、ご利用者に対して次の（1）（2）のサービスを提供します 

（1） 利用料金が介護保険から給付される場合（介護保険給付対象サービス） 

（2） 利用料金を負担いただく場合（介護保険の給付対象とならないサービス） 

（1）給付対象サービス 以下のア～エのサービスを具体的にそれぞれどのような頻

度、内容で行うかについては、ご利用者様と協議の上、看護

小規模多機能型居宅介護計画に定めます 

〈サービスの概要〉 

ア 通いサービス 

事業所のサービス拠点において、日常生活上の世話を行いま

す 

① 日常生活の世話 

・日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行います 

② 健康チェック 

・血圧測定等、利用者の全身状態の把握に努めます 

③ 食事支援 

・食事の提供及び食事の介助をします 

④ 入浴支援 

・入浴又は清拭を行います 

・着脱、清拭、洗髪、洗身の介助を行います 

・入浴サービスの利用は任意です 

⑤ 排泄支援 

・状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄 

自立についても適切な援助を行います 

⑥ 送迎支援 

・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サー

ビスを行います 

イ 訪問介護サービス 

利用者の自宅にお伺いし、日常生活支援を行います 

① 排泄、食事介助、清拭、体位変換等の身体介護 

② 調理、居室の掃除、配食、生活必需品の買い物介助等の

生活援助 

③ 受診、バイタルチェック、電話等による健康管理及び安

否確認 

・訪問サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・

電気を含む）は利用者のものを利用させていただきます 
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［訪問サービスの提供にあたって、次の該当する行為はいた

しません］ 

① 医療行為 

② ご利用者もしくはその家族等の金銭、預貯金通帳、証書、

書類等の預かり 

③ ご利用者もしくはその家族等からの金銭、物品、飲料の

授受 

④ ご利用者の日常生活の援助に該当しない行為（大掃除、

草取り、ペットの世話等） 

⑤ ご利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑥ ご利用者もしくはその家族等に行う宗教活動、政治活動、

営利活動 

⑦ その他、ご利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

ウ 宿泊サービス 

事業所に宿泊していただき、日常生活の世話を行います 

 エ 主治医が看護サービスの必要性を認めたものに限り、

訪問看護指示書に基づき、主治医との連絡調整をはかりな

がら看護サービスの提供を行います 

① 病状、障害の観察 

② 入浴・清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 食事および排泄等日常生活の世話 

④ 床ずれの予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦ 認知症利用者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨ カテーテル等の管理 

⑩ その他医師の指示による医療処置 

 オ 相談・助言等 

ご利用者及びその家族の日常生活におけるご利用者の介護

に関する相談及び介護保険申請代行ならびに助言 

① 日常生活に関する相談、助言 

② 認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言 

③ 福祉用具の利用方法の相談、援助 

④ 住宅改修に関する情報の提供 

⑤ 医療系サービスの利用についての相談、助言 
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⑥ 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き 

⑦ 家族・地域との交流支援 

⑧ その他必要な相談、助言 

⑨ 介護保険代行申請 

８．サービス利用料金 

 ア 基本料金 

・利用料金は、通い・訪問・宿泊（介護費用分)全てを含む一か月単位の包括費用です 

・下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付額を除いた金額（自己負担額（介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じ

た額）をお支払いください 

・サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度及び住居に応じて異なります 

 イ 看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物以外に居住されている場合 

 
 

同
一
建
物
以
外 

介護度 単位数 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 12,447/月 124,470 円 12,447 円 24,894 円 37,341 円 

要介護 2 17,415/月 174,150 円 17,415 円 34,830 円 52,245 円 

要介護 3 24,481/月 244,810 円 24,481 円 48,962 円 73,443 円 

要介護 4 27,766/月 277,660 円 27,766 円 55,532 円 83,298 円 

要介護 5 31,408/月 314,080 円 31,408 円 62,816 円 94,224 円 

 ウ 看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住されている場合 

 
 

同
一
建
物
内 

介護度 単位数 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 11,214/月 112,140 円 11,214 円 22,428 円 33,642 円 

要介護 2 15,691/月 156,910 円 15,691 円 31,382 円 47,073 円 

要介護 3 22,057/月 220,570 円 22,057 円 44,114 円 66,171 円 

要介護 4 25,017/月 250,170 円 25,017 円 50,034 円 75,051 円 

要介護 5 28,298/月 282,980 円 28,298 円 56,596 円 84,894 円 

① 月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化等により看護小規模

多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なくなったり、多くなったり

した場合であっても、日割りの割引又は増額はいたしません 

② 月途中から登録を開始した場合、または月途中に登録を終了した場合は、登録した

期間に応じて日割り計算用サービスコードに基づき、日割りした料金をお支払い

いただきます。尚、この場合の登録日及び登録終了日とは以下の日を指します 

「登録日」とは、利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い.訪問.宿

泊.訪問看護のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 
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③ ご利用者に提供する食事及び宿泊に係る費用は除きます。下記（2）介護保険の給

付対象とならないサービス①及び②参照 

④ 介護保険からの給付額の変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負

担額を変更します 

 エ 短期利用居宅介護の場合 

基本サービス 介護度 単位数 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

短期利用 

居宅介護費 

要介護 1 571 単位/日 571 円/日 1,142 円/

日 

1,713 円/

日 

要介護 2 638 単位/日 638 円/日 1,276 円/

日 

1,914 円/

日 

要介護 3 706 単位/日 706 円/日 1,412 円/

日 

2,118 円/

日 

要介護 4 773 単位/日 773 円/日 1,546 円/

日 

2,319 円/

日 

要介護 5 839 単位/日 839 円/日 1,678 円/

日 

2,517 円/

日 

サービス提供体制強化加算 12 単位/日 12 円/日 24 円/日 36 円/日 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

単位数に

10.2％乗じ

た数 

左記 

単位数 

×10 円 

利用料の 

1 割 

利用料の 

2 割 

利用料の 

3 割 

介護職員等特定処遇

改善加算（Ⅱ） 

単位数に

1.2％乗じ

た数 

左記 

単位数 

×10 円 

利用料の 

1 割 

利用料の 

2 割 

利用料の 

3 割 

介護職員等ベースア

ップ等支援加算 

単位数に

1.7％乗じ

た数 

左記 

単位数 

×10 円 

利用料の 

1 割 

利用料の 

2 割 

利用料の 

3 割 

認知症行動 

心理症状緊急対応加算 
200 単位/日 200 円/日（7 日間） 

 オ 加算 

加算 単位数 利用料 
利用者負担 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

初期加算 30/日 300 円 30 円 60 円 90 円 

認知症加算（Ⅲ） 760/月 7,600 円 760 円 1,520 円 2,280 円 

認知症加算（Ⅳ） 460/月 4,600 円 460 円 920 円 1,380 円 
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総合マネジメント 

加算 

1,200/月 12,000 円 1,200 円 2,400 円 3,600 円 

サービス提供体制 

強化加算 

350/月 3,500 円 350 円 700 円 1,050 円 

口腔.栄養スクリー

ニング加算 

20 単位（6 ヶ月毎） 

科学的介護推進体制

加算 

40/月 400 円 40 円 80 円 120 円 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅱ） 

単位数に

14.6％乗

じた数 

左記 

単位数 

×10 円 

利用料の 

1 割 

利用料の 

2 割 

利用料の 

3 割 

退院時共同指導加算 600/月 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

緊急時訪問看護加算 574/月 5,740 円 574 円 1,148 円 1,722 円 

特別管理加算（Ⅰ）

※ 

500/月 5,000 円 500 円 1,000 円 1,500 円 

特別管理加算（Ⅱ）

※ 

250/月 2,500 円 250 円 500 円 750 円 

ターミナルケア加算 

死亡月に 1 回 

2,000/月 20,000 円 2,000 円 4,000 円 6,000 円 

厚生労働大臣が定める次の状態にある場合に算定します 

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理をうけている状態、気管カ

ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

② 在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在

宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導

管理、在宅持続陽圧呼吸法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧

症指導管理を受けている状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

カ 主治医が、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問

看護を行う必要がある旨の指示を行った利用者には、次の料金を減算します 

医療による訪問看護

による減算 
介護度 利用料 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

末期の悪性腫瘍等に

より医療保険の訪問

看護が行われる場合

（1 月につき） 

要介護 1～3 -9,250 円 -925 円 -1,850 円 -2,755 円 

要介護 4 -18,500 円 -1,850 円 -3,700 円 -5,550 円 

要介護 5 -29,140 円 -2,914 円 -5,828 円 -8,742 円 
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別に厚生労働大臣が

定める疾病等※によ

り頻回の医療保険の

訪問看護が行われる

場合（1 月につき） 

要介護 1～3 -300 円 -30 円 -60 円 -90 円 

要介護 4 -600 円 -60 円 -120 円 -180 円 

要介護 5 -950 円 -95 円 -190 円 -285 円 

※厚生労働大臣が定める疾病の内容とは次のとおりです 

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハン

チントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻

痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類が

ステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る）をいう）、多系

統萎縮症（綿条体黒質変性症、オリーブ橋））小脳萎縮症、シャイ・ドレガー症候群、

プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄

性筋萎縮症、球脊髄性萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、

頸髄損傷及び人口呼吸器を使用している状態 

 キ 利用料金が医療保険の給付対象となるサービス 

基本料金（国民健康保険等の被保険者証の種別によって、下記料金の自己負担額が 1

～3 割と異なります）） 

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 同一日に 2 人 同一日に 3 人以上 

保健師・看護師

等による場合 

週 3 日目まで 30 分以上 5,550 円 2,780 円 

30 分未満 4,250 円 2,130 円 

週 4 日目まで 30 分以上 6,550 円 3,280 円 

30 分未満 5,100 円 2,550 円 

准看護師による

場合 

週 3 日目まで 30 分以上 5,050 円 2,530 円 

30 分未満 3,870 円 1,940 円 

週 4 日目まで 30 分以上 6,050 円 3,030 円 

30 分未満 4,720 円 2,360 円 

上記料金に加算 利用者負担 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

訪問看護 

管理療養費 

月の初日の訪問 7,400 円/日 740 円 1,480 円 2,220 円 

2 回目以降 2,980 円 298 円 596 円 894 円 

 ク 医療保険による加算 

サービスの内容などに応じて加算されます（被保険者証の種別によって、下記の料金

の自己負担額が 1～3 割りと異なります） 

加算 利用者負担 1 割負担 2 割負担 3 割負担 
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難病等複数回 
1 日 2 回訪問 

4,500 円×訪問日数 
450 円 900 円 1,350 円 

訪問加算 
1 日 3 回以上の訪問 

8,000 円×訪問日数 
800 円 1,600 円 2,400 円 

長時間訪問 

看護加算 
5,200 円/週 1 回を限度 520 円 1,040 円 1,560 円 

夜間早朝 

訪問加算 
2,100 円/日 210 円 420 円 630 円 

深夜訪問 

看護加算 
4,200 円/日 420 円 840 円 1,260 円 

24 時間対応 

体制加算 
5,400 円/日 540 円 1,080 円 1,620 円 

退院時共同 

指導加算 
6,000 円/日 600 円 1,200 円 1,800 円 

訪問看護情報 

提供療養費 
1,500 円/日 150 円 300 円 450 円 

訪問看護ターミ

ナルケア療養費 

20,000 円/ 

死亡月に 1 回 
2,000 円 4,000 円 6,000 円 

特別管理加算 
5,000 円/日 500 円 1,000 円 1,500 円 

2,500 円/日 250 円 500 円 750 円 

（2）給付対象とならな

いサービス 

 

以下のア～エのサービス利用料金は、ご契約者の負担となり

ます 

〈サービスの概要〉 

ア 食事の提供に要する費用 

ご利用者に提供する食事に要する費用です（ABC 選択制） 

料金：朝食 A500 円、B130 円 

昼食 A600 円、B550 円、C500 円 

夕食 A500 円、B450 円、C400 円 

（昼食はおやつ付き、特別食の場合は割り増し） 

 イ 宿泊に要する費用 

ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です 

宿泊料：1 泊 3,000 円（水道光熱費用含む※TV、その他家電

使用料は別途負担） 

 ウ 物品 

おむつ等の物品はご使用になられたものは別途お支払いい

ただきます 
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 エ エンゼルケアご希望の費用 

死後処置材料や援助費用などを行った場合に要する費用で

す。 

エンゼルケア料：20,000 円 

 オ 前各号に掲げるもののほか、看護小規模多機能型居宅

介護において提供されるサービスのうち、日常生活において

も通常必要となるものにかかわる費用で、利用者が負担する

ことが適当と認められる費用につき、実費を徴収します 

 

※上記の他、自己負担分が発生する場合は事前にご説明、ご

連絡いたします 

9. 利用料のお支払い方法 

前記（1）（2）の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算し請求書を発行しますので次の方法

により翌月末までにお支払いください。 

お支払い期日にご指定口座からの引落、またはお振込み（振込手数料はご負担いただ

くようになります）となります。（詳細は別紙にて） 

10.  利用の中止、変更、追加 

① 看護小規模多機能型居宅介護サービスは、看護小規模多機能型居宅介護計画に定

められた内容を基本としつつ、利用者の日々の容態、希望を勘案し適時適切に通いサ

ービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです 

② 利用予定日の前にご契約者の都合により、看護小規模多機能型居宅介護サービス

の利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。

この場合には、原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください 

③ （1）の介護保険の給付対象となるサービスについては、利用料金は 1 ヶ月ごとの

包括費用（定額）のため、サービスの利用回数等を変更された場合も 1 ヶ月の利用料

金は変更されません。ただし、5.（2）の介護保険の給付対象外のサービスについては、

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の停止の申し込みをされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。ただし、契約者の体調不良

等正当な事由がある場合は、この限りではありません 

利用予定日前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 食事代をいただくことがあります 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望

とする日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して

協議します 

11.  看護小規模多機能居宅介護計画について 

看護小規模多機能居宅型介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣
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れた地域での生活を維持できるよう、地域住民との交流や地域活動の参加を図りつつ、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえて、通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支

援するものです。事業者は、ご利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するた

めに、ご利用者と協議の上で看護小規模多機能型居宅介護計画を定め、また、その状

況を評価します。計画の内容及び評価内容等は書面に記載してご利用者に説明の上交

付します 

12. 苦情の受付について 

当事業所における苦情や相談窓口 

看護多機能ケアサービス白ゆり新市西 

管理者 内海 望 

TEL0847-51-9908  FAX0847-51-9909 

対応時間 8：30～17：30 

公的機関の苦情窓口 

① 広島県国民健康保険団体連合会 

  広島市中区東白島町１９－４９ 国保会館 

  TEL082-554-0783  FAX082-511-9126 

  受付 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

② 福山市介護保険課 苦情窓口 

  福山市東桜町３番５号 

  TEL084-928-1232 

  受付 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

13. 運営推進会議 

当事業所では、看護小規模多機能型居宅型介護の提供にあたり、サービスの提供状況

について運営推進会議を設置しています 

構成 
利用者、利用者の家族、地域住民の代表、民生委員、地域包括センター

職員、看護小規模多機能型居宅介護について知見を有するもの等 

開催 ２カ月に一回以上 

会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言について記録を作成します 

14. 協力医療機関 

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて協

力医療機関と連携しています 

医療機関名 

所在地 

電話番号 

① 医療法人 同仁会 府中中央内科病院 

  府中市高木町 402 番地 

  0847-45-3200 

② 社会医療法人社団 陽正会 寺岡記念病院 

  福山市新市町大字新市 37 番地 

  0847-52-3140 
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③ 新市ときながクリニック 

  福山市新市町大字新市６２８番地２ 

  0847-51-5007 

歯科医療機関名 

所在地 

電話番号 

  おきとう歯科クリニック 

  福山市神辺町新徳田３丁目４９５ 

  084-962-5511 

15. 非常時災害対応 

非常時災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、防災訓練を

年２回以上利用者も参加して行います 

防災用設備 自動火災報知機、消防機関へ通報する火災報知設備、避難誘導等設

備、スプリンクラー設置、消火器、非常用照明 

16. サービス利用にあたっての留意事項 

① サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください 

② 事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります 

③ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください 

④ 所持金品は、自己の責任で管理してください 

⑤ 事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動はご遠慮ください 
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令和   年   月   日 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき、重要事

項の説明を行いました。 

事業所 所 在 地 ：福山市新市町新市 659 番地 1        

                   事業所名：看護多機能ケアサービス白ゆり新市西    

                   説 明 者 ：管理者 内海 望             

 

私は、本誌面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定看護小規模多機能型居宅

介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

利用者 住所：                       

 

                   氏名：                     ㊞ 

                

代理人 住所：                       

 

氏名：                     ㊞ 

 


